
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高純度等方性黒鉛基材上の全面に化学気相蒸着により炭化ケイ素の被覆層を形成した後
、前記黒鉛基材を除去して板状の化学気相蒸着炭化ケイ素材を製造する方法であって、前
記黒鉛基材の平面側には、目的とする板状製品の寸法に相当する径の開口を有し、か
面加工された底面を有する座ぐり凹部が形成されてなることを特徴とする化学気相蒸着炭
化ケイ素材の製造方法。
【請求項２】
　

化学気相蒸着炭化ケイ素材の製造方法。
【請求項３】
　前記座ぐり凹部の表面が炭素質離型材で被覆されていることを特徴とする請求項 に記
載の化学気相蒸着炭化ケイ素材の製造方法。
【請求項４】
　前記座ぐり凹部の表面が熱分解炭素で被覆されていることを特徴とする請求項 に記載
の化学気相蒸着炭化ケイ素材の製造方法。
【請求項５】
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　化学気相蒸着炭化ケイ素材が、円板の外周部を一部切り欠いた形状のダミーウェハ又は
テストウェハである請求項 乃至請求項４のいずれか一項に記載の化学気相蒸着炭化ケイ
素材の製造方法。
【請求項６】
　化学気相蒸着炭化ケイ素材が半導体プロセスで使用されるイオン注入装置内のイオン保
護部品であることを特徴とする請求項 乃至請求項４のいずれか一項に記載の化学気相蒸
着炭化ケイ素材の製造方法。
【請求項７】
　化学気相蒸着炭化ケイ素材が枚葉式の半導体熱処理炉内部品であることを特徴とする請
求項 乃至請求項４のいずれか一項に記載の化学気相蒸着炭化ケイ素材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体プロセスの用途に好適な化学気相蒸着炭化ケイ素材の製造方法の改良に
関するものである。さらに詳しくは、半導体プロセスに使用されるダミーウェハ、テスト
ウェハ、また枚葉式炉内で使用されるリフレクター、ウェハホルダー、均熱リングなどの
部品、あるいは半導体プロセスで使用されるイオン注入装置内のイオン保護板等などに好
適な板状の化学気相蒸着炭化ケイ素材の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
この種の化学気相蒸着（以下「ＣＶＤ（ Chemical Vapor Deposition)」という。）炭化ケ
イ素材のうち板状のもの、例えばその代表例であるダミーウェハの製造は、従来、高純度
等方性黒鉛円板を基材とし、その上にＣＶＤ法により炭化ケイ素層を形成した後、側周部
を研削し、中央部の黒鉛基材を燃焼除去して単独の炭化ケイ素材となし、さらに厚み調整
のための研磨、表面洗浄というプロセスで行われている。（リアライズ社発行、 BREAK TH
R0UGH 1996年 1 月号 P26 ～ 28）。
【０００３】
即ち、図５に基づき具体的に説明すると、円板状黒鉛基材１の外表面全体にＣＶＤ法によ
り炭化ケイ素を蒸着させてＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層２を形成した後、二点鎖線の外側、
つまり黒鉛基材１の側周部分の全体を切取り加工（切削）し、さらに中央を一点鎖線のよ
うにスライス加工して半割り品３とし（図では上側の半割り品だけを示している。）、次
いで各半割り品３の黒鉛基材１を燃焼除去（灰化処理）し、さらに必要に応じて厚み調整
のための研磨（機械加工）を施して所定の厚み寸法のＣＶＤ－炭化ケイ素材２ａを取り出
し、最後にこのＣＶＤ－炭化ケイ素材２ａの表面を洗浄して、製品としてのダミーウェハ
４を製造している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記の製造方法の場合、製造工程の途中で、特に黒鉛基材の燃焼除去工程あるい
はその後の厚み調整のための研磨工程の段階でＣＶＤ－炭化ケイ素材にクラックが入りや
すいという欠点があった。
【０００５】
本発明者らは、前記クラックが発生する原因について様々な角度から調べた結果、まず第
１に黒鉛基材の外表面全体に形成したＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層の側周部分の全体を切取
り加工（切削）するときに、その炭化ケイ素被覆層の側面に生じる切削傷に主たる原因が
あることをつきとめた。即ち、炭化ケイ素が成長する方向（黒鉛基材面に垂直な方向）に
沿って切削傷が付きやすく、一旦傷が付くと、その部分が後の燃焼除去時には熱応力集中
の核として作用し、そして冷却後研磨の段階で亀裂が進行する、つまりクラックが発生す
ることを見い出した。また、燃焼除去した後の炭化ケイ素被覆層単体は残留圧縮応力の影
響を受けて比較的大きく反り返っており、このことも研磨時における既存亀裂の促進又は
新たな亀裂の発生の一因となっていることを見い出した。
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【０００６】
本発明は、こうした原因を取り除き上記従来技術の欠点を解決するためにさらに研究の末
、完成したものである。即ち、本発明の目的とするところは、クラックの発生率を非常に
少なくしてＣＶＤ－炭化ケイ素材の製造歩留りを高め、結果として安価なＣＶＤ－炭化ケ
イ素材を製造することのできる方法を提供する点にある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成し得た本発明のうち請求項１記載の発明は、高純度等方性黒鉛基材上の
全面にＣＶＤ法により炭化ケイ素の被覆層を形成した後、前記黒鉛基材を除去して板状の
ＣＶＤ－炭化ケイ素材を製造する方法であって、前記黒鉛基材の平面側には、目的とする
板状製品の寸法に相当する径の開口を有し、か 面加工された底面を有する座ぐり凹部
が形成されてなることを特徴とする。
【０００８】
これにより、黒鉛基材の外表面全体に形成したＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層に対し、従来の
ように側周部分を切削せずに上下方向からの切削だけで、つまり座ぐりにより生じた基材
の立ち上がり周縁部分の上に形成されたＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層だけを上側から取り除
くだけで基材の座ぐり凹部に所要寸法径の板状の炭化ケイ素被覆層を保持した状態を確保
することができる。従って、板状製品となる予定の、座ぐり凹部内の炭化ケイ素被覆層の
側面には、つまり炭化ケイ素が成長する方向には切削傷は一切付かないので、従来のよう
にその切削傷を核として後の燃焼除去工程や冷却後研磨工程で起きていたクラックの発生
、成長を回避することができる。
【０００９】
　また、上記の燃焼除去工程で黒鉛基材を取り除いた段階のＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層は
、通常、残留圧縮応力が作用して黒鉛基材に対して離れるように、特にＣＶＤ－炭化ケイ
素被覆層のより内部側（黒鉛基材に近い側）が断面形状にして上向き弓なり状に反る傾向
がある。しかし、本発明では、座ぐり凹部の底面を予 面に加工しているので、燃焼除
去により黒鉛基材を取り除いた後では、ＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層の黒鉛基材に接してい
た側（下向き弓なりに反った断面形状を有する側）は、残留圧縮応力の作用を受けること
により、上向きに反るので、結果的にその下向き弓なり状に膨らんだ部分は萎んでほぼ平
坦面となる。
【００１０】
つまり基材の座ぐり凹部に保持されたＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層から基材を除去すると、
結果として、反りがほとんどない炭化ケイ素被覆層単体が得られる。従って、従来のよう
に燃焼除去後の研磨時に反りがあるために起きていた既存亀裂の促進や新たな亀裂の発生
を回避することができるため、この面からも、クラック発生の未然防止効果を一層確実な
ものとすることができる。
【００１１】
　また、請求項２記載の発明は、

ことを特徴とする。これにより、自動制御による球面加工
を可能としつつ、 発明の効果を有効に発揮し得る汎用性のあるＣＶＤ－炭化ケイ素材の
製造方法とすることができる。球面の半径が５００ｍｍより小さい場合は、灰化処理後の
ＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層に残留圧縮応力が作用しても、下向き弓なり状の反りが現れる
からであり、球面の半径が５００００ｍｍより大きい場合は、逆に上向き弓なり状の反り
が現れるからである。
【００１２】
　また、請求項３記載の発明は、請求項 に記載の発明の構成に加えて、座ぐり凹部の表
面が炭素質離型材で被覆されていることを特徴とする。これにより、黒鉛基材上に成長し
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たＣＶＤ－炭化ケイ素材被覆層を黒鉛基材から容易に分離できるので、従来における黒鉛
基材除去のための燃焼工程を省略すること、つまり製造工程の簡素化を図ることができる
。また、黒鉛基材の除去を燃焼させて行う場合でも、適量塗布しておくことで、燃焼処理
したときのＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層の黒鉛界面での炭化ケイ素粒子（これは黒鉛の気孔
に侵入した炭化ケイ素が遊離したものである）の発生を未然に防ぐことができ、製品の歩
留り低下に寄与することができる。
【００１３】
　また、請求項４記載の発明は、請求項 に記載の発明の構成に加えて、座ぐり凹部の表
面が熱分解炭素で被覆されていることを特徴とする。熱分解炭素も炭素質離型材の一種で
あるが、離型効果に優れていること及びＣＶＤ工程時に使用する原料ガスをそのまま熱分
解炭素の生成にも利用できるため工程上の有利性もあって、請求項 に記載の発明の効果
を一層有利な形で発揮させることができる。
【００１４】
　また、請求項５記載の発明は、請求項 乃至請求項４のいずれか一項に記載の発明の構
成のうち、ＣＶＤ－炭化ケイ素材が、円板の外周部を一部切り欠いた形状のダミーウェハ
又はテストウェハであることを特徴とする。これにより、ダミーウェハ等に求められてい
るニーズ（製品の移送や加工がしやすいように把持しやすいものであること）に十分対応
し得る製造方法とすることができる。
【００１５】
　また、請求項６記載の発明は、請求項 乃至請求項４のいずれか一項に記載の発明の構
成のうち、ＣＶＤ－炭化ケイ素材が半導体プロセスで使用されるイオン注入装置内のイオ
ン保護部品であることを特徴とし、さらに、請求項７記載の発明は、請求項 乃至請求項
４のいずれか一項に記載の発明の構成のうち、ＣＶＤ－炭化ケイ素材が、枚葉式の半導体
熱処理炉内部品であることを特徴とする。即ち、本発明方法の実施により、半導体イオン
注入装置及び枚葉式半導体熱処理炉の内部に用いられる部品に適した良質のＣＶＤ－炭化
ケイ素材を安価に提供することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は、本発明に係るＣＶＤ－
炭化ケイ素材の製造方法を示す概略系統図である。
【００１７】
　まず、黒鉛基材５としては、その拡大図である図２に示すように、通常の製法で得られ
た高純度等方性黒鉛ブロックから平板状の成形体を一旦切り出した後、該平板状成形体の
上面側及び下面側にそれぞれ、目的とする製品寸法相当径Ｄ（ｍｍ）を有する開口６と所
定の肩口深さｈ（ｍｍ）（製品寸法の厚みの２倍以上が望ましい。）を有する座ぐり凹部
７を形成し、さらにその凹部の底面８ 面加工したものを使用する。
【００１８】
底面８の球面加工に際しては、目的の製品に応じて最適な球面となるように、つまり座ぐ
り凹部のＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層に作用する残留応力を基材自体の形状矯正に最も好ま
しい方向で利用できるように形成する必要がある。
【００１９】
また、座ぐり凹部７の隅部９は図示のようにＲ（アール）加工しておくことが望ましい。
Ｒ（アール）加工されていない場合は、この座ぐり凹部７で形成されるＣＶＤ－炭化ケイ
素被覆層の下面外周にいわゆるエッジ部が形成されることになるが、このようなエッジ部
が形成されていると、製造工程後半における厚み調整のための研磨の際、そのエッジ部に
亀裂や欠けが生じやすいからである。
【００２０】
また、座ぐり凹部７は、黒鉛基材５の上面側又は下面側のいずれか一方だけに形成しても
よいが、図示のように両面に形成しておけば生産性を２倍にすることができ、この点で望
ましい態様である。
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【００２１】
次に、黒鉛基材５の特性について説明する。使用する黒鉛は、水銀ポロシメーターで測定
した平均気孔半径が０．５～２μｍ、熱膨張係数（ＣＴＥ）が３．５～５．５×１０ - 6／
Ｋ（２５～４００℃の温度範囲の平均値）、室温時で測定したガス放出速度が１×１０ - 6

Ｐａ・ｍ 3  ／（ｓ・ｍ 3 )以下、３００～５００℃室で測定したガス放出速度が１×１０ - 4

Ｐａ・ｍ 3  ／（ｓ・ｍ 3 )以下であることが望ましい。
【００２２】
望ましい平均気孔半径として０．５～２μｍに限定したのは、０．５より小さいと、脱ガ
ス処理に手間がかかるのでコスト高になる反面、２μｍより大きいと、黒鉛基材５に緻密
な炭化ケイ素膜を被覆しにくくなるからである。また、熱膨張係数が３．５～５．５×１
０ - 6／Ｋの範囲を外れる場合は、炭化ケイ素の熱膨張係数との不一致のため炭化ケイ素の
成長後の冷却工程でクラックが生じやすいからである。さらに、ガス放出速度が上記の上
限値を超える場合は、緻密なＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層として成長しにくくなるからであ
る。
【００２３】
また、ＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層の成長速度としては０．５～５００μｍ／ｈが望ましい
。０．５μｍ／ｈ未満の場合は、緻密な炭化ケイ素層が成長しにくく、一方５００μｍ／
ｈを超える場合は、ＨＣｌガスや塩酸に対する耐食性に劣り、また機械強度にも劣るから
である。
【００２４】
また、黒鉛基材５の表面に予め炭素質離型材を被覆しておくと、成長したＣＶＤ－炭化ケ
イ素被覆層を容易に取り除くことができる。従って、黒鉛基材５除去のための燃焼工程を
省略すること、つまり製造工程の簡素化を図ることができる。また、黒鉛基材５の除去を
従来どおり燃焼により行う場合でも、適量塗布しておけば、燃焼処理したときに従来のよ
うなＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層と黒鉛との界面に生じていた硬い炭化ケイ素粒子（これは
黒鉛の気孔に侵入した炭化ケイ素が遊離したものである）の付着を回避することができる
。従って、従来のように厚み調整時の研磨工程で生じやすかった表面傷の発生を未然に防
止することができ、製品の歩留り向上に寄与することができる。
【００２５】
上記炭素質離型材の代わりに熱分解炭素を所定の厚みで、好ましくは３～２０μｍの厚み
で黒鉛基材５の表面に被覆しておくことも有効である。離型効果に優れている利点に加え
て、ＣＶＤ工程の簡素化を図ることができるからである。即ち、ＣＶＤ工程で生じた例え
ばメタンガスを原料にして熱分解炭素を一旦黒鉛基材５に成長させた後、原料ガスをシラ
ン／メタンに切り替えるだけで、その熱分解炭素被膜の上からさらに炭化ケイ素被膜を成
長させることができるからである。
【００２６】
次に、上記のように予め形状加工した黒鉛基材５を使用してＣＶＤ－炭化ケイ素材を製造
する一例を図１に基づき説明する。まず、黒鉛基材５に対して、ＣＶＤ処理によりその表
面全体に炭化ケイ素被覆層１０を形成する。ＣＶＤ処理は、基本的には常法に従って実施
すればよいが、緻密なＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層１０を得るためには、炭化ケイ素膜の成
長速度が適切（一般には６０μｍ／ｈ程度が望ましい。）でなければならない。またＣＶ
Ｄ処理を繰り返して目的の厚みの炭化ケイ素被覆層１０に形成することも可能である。
【００２７】
次に、炭化ケイ素層１０の成長面の表面を図中矢印方向から二点鎖線の位置まで研削する
。つまり研削開始時点の炭化ケイ素被覆層１０の表面１０ａの位置が、座ぐり凹部７内で
成長した炭化ケイ素被覆層１０の表面１０ｂの位置に一致するまで研削する。なお、研削
後の状態は、図面では、上下対象性を考慮して中心（一点鎖線の位置）から上側半分だけ
を示して簡略化している。この状態で、研削面（図中Ａ面）には黒鉛基材５のリング状の
むき出し面（図中Ｂ面）が形成されている。次いで、このむき出し面（Ｂ面）を有する黒
鉛基材５を燃焼除去して単独のＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層１１を得る。
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【００２８】
また、ＣＶＤ処理後の黒鉛基材５の中央（図中一点鎖線の位置）を燃焼前にスライスして
分割し、炭化ケイ素被覆層１１の反対側の黒鉛を大きくむき出しの状態にしておくと、燃
焼が速くなり生産性の向上につながるので、都合がよい。
【００２９】
ところで、黒鉛基材上にＣＶＤ法により炭化ケイ素被覆層を形成させる場合は、炭化ケイ
素被覆層に亀裂が生じにくいようにするため黒鉛基材に対して適度の圧縮応力をもった状
態でその被覆層が形成される。従って、この後、黒鉛基材を除去すると、その被覆層内に
残留圧縮応力が作用して黒鉛基材（除去される前の黒鉛基材の上面）から離れるように、
特に炭化ケイ素被覆層のより内部側（黒鉛基材に近い側）が断面形状にして上向き弓なり
状に反る傾向がある。
【００３０】
　しかし、本発明では、座ぐり凹部７の底面８を予 面に加工しているので、燃焼除去
により黒鉛基材５を取り除いた後では、炭化ケイ素被覆層１１の黒鉛基材５に接していた
側（下向き弓なりに反った断面形状を有する側で図中では点線で示している。）は、残留
圧縮応力の作用を受けることにより、上向きに反るので、結果的にその下向き弓なり状に
膨らんだ部分（図中点線に近い部分）は萎んで、図示のようにほぼ平坦面 となる。
つまり結果として、反りがほとんどない炭化ケイ素被覆層単体が得られる。従って、従来
のように燃焼除去後の研磨時に反りがあるために起きていた既存亀裂の促進や新たな亀裂
の発生を未然に防止することができる。
【００３１】
　また、そのことの利点以上に炭化ケイ素被覆層１１については、従来施されていた側周
部分の切削は一切なく、上下方向からの切削（図中、研削面は上面にのみ存在するリング
上の（Ｃ）の部分）だけで得られるという特徴がある。従って、炭化ケイ素被覆層１１の
側面 には、つまり炭化ケイ素が成長する方向には切削傷は一切付かないので、後の
厚み調整のための研磨工程においても、従来のように切削傷が原因で生じていたクラック
の発生を回避することができる。
【００３２】
厚み調整工程の段階では、炭化ケイ素被覆層１１をその両面から研磨し、最後に表面を洗
浄することにより所定の寸法のＣＶＤ－炭化ケイ素材製品１２を得ることができる。
【００３３】
ところで、上記の研磨工程において研磨を円滑に行うためには、真円の接着具を使用して
単体のＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層を把持する必要があるが、例えば図３に示すように、シ
リコンウェハと同じようにいわゆるノッチやフラットが形成されたもの（円板の外周部を
一部切り欠いた形状のもの）であると、そのような接着具を使用せずに研磨することがで
き、経済的である。
【００３４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のうち請求項１記載の発明に係る製造方法によれば、黒鉛基
材の外表面全体に形成したＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層に対し、従来のように側周部分の切
削をせずに上下方向からの切削だけで、つまり座ぐりにより生じた基材の立ち上がり周縁
部分の上に形成されたＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層だけを上側から取り除くだけで基材の座
ぐり凹部に所要寸法径の板状の炭化ケイ素被覆層を保持した状態を確保することができる
。従って、板状製品となる予定の、座ぐり凹部内の炭化ケイ素被覆層の側面には、つまり
炭化ケイ素が成長する方向には切削傷は一切付かないので、従来のようにその切削傷を核
として後の燃焼除去工程や冷却後研磨工程で起きていたクラックの発生、成長を回避する
ことができる。
【００３５】
　また、本発明で使用する黒鉛基材の座ぐり凹部の底面を予 面に加工しているので、
燃焼除去により黒鉛基材を取り除いた後では、ＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層の黒鉛基材に接
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していた側（下向き弓なりに反った断面形状を有する側）は、残留圧縮応力の作用を受け
ることにより、上向きに反るので、結果的にその下向き弓なり状に膨らんだ部分は萎んで
ほぼ平坦面となる。
【００３６】
つまり基材の座ぐり凹部に保持されたＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層から基材を除去すると、
結果として、反りがほとんどない炭化ケイ素被覆層単体が得られる。従って、従来のよう
に燃焼除去後の研磨時に反りがあるために起きていた既存亀裂の促進や新たな亀裂の発生
を回避することができるため、この面からも、クラック発生の未然防止効果を一層確実な
ものとすることができる。
【００３７】
　また、請求項２記載の発明は、

従って、自動制御による球面加工を可能としつつ
用性のあるＣＶＤ－炭化ケイ素材の製造方法とすることができる。

【００３８】
　また、請求項３記載の発明は、請求項 に記載の発明の構成に加えて、座ぐり凹部の表
面を予め炭素質離型材で被覆したものである。従って、黒鉛基材上に成長したＣＶＤ－炭
化ケイ素被覆層を黒鉛基材から容易に分離できるので、従来における黒鉛基材除去のため
の燃焼工程を省略すること、つまり製造工程の簡素化を図ることができる。また、黒鉛基
材の除去を燃焼させて行う場合でも、適量塗布しておくことで、燃焼処理したときのＣＶ
Ｄ－炭化ケイ素被覆層の黒鉛界面での炭化ケイ素粒子（これは黒鉛の気孔に侵入した炭化
ケイ素が遊離したものである）の付着の発生を未然に防ぐことができ、製品の歩留り低下
に寄与できる。
【００３９】
　また、請求項４記載の発明は、請求項 に記載の発明の構成に加えて、座ぐり凹部の表
面を熱分解炭素で被覆するものである。この結果、離型効果に優れていること及びＣＶＤ
工程時に使用する原料ガスをそのまま熱分解炭素の生成にも利用できるため工程上の有利
性もあって、請求項 に記載の発明の効果を一層有利な形で発揮させることができる。
【００４０】
また、請求項５記載の発明の製造方法であれば、円板の外周部を一部切り欠いた形状のＣ
ＶＤ－炭化ケイ素材、即ち、ダミーウェハやテストウェハ等に求められているニーズ（製
品の移送や加工がしやすいように把持しやすいものであること）に十分対応し得る製造方
法とすることができる。
【００４１】
また、請求項６記載の発明の製造方法及び請求項７記載の発明の製造方法によれば、半導
体イオン注入装置及び枚葉式半導体熱処理炉の内部に用いられる部品に適した良質のＣＶ
Ｄ－炭化ケイ素材を安価に提供することができる。
【００４２】
【実施例】
（実施例１）
平均粒子サイズ１０μｍの石炭系コークス（骨材）にバインダーとしてのタールピッチを
質量比１：１で加熱混合し、冷却後粉砕した後ラバープレスにより等方性炭素基材となし
、さらに１０００℃での焼成、ピッチ含浸、再焼成を順次行い、最終的に２９００℃に加
熱処理（黒鉛化）して３５０×８００×８００（ｍｍ）の黒鉛ブロックを得た。このブロ
ックから３００×３００×２０（ｍｍ）の成形体を切り出し、その後エンドミルにてその
成形体の両面にそれぞれ、直径２００ｍｍの開口及び５ｍアールで球面加工された底面を
有し、かつ肩口深さ２ｍｍである座ぐり凹部を加工した（図２参照）。
【００４３】
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高純度等方性黒鉛基材上の全面に化学気相蒸着により炭
化ケイ素の被覆層を形成した後、前記黒鉛基材を除去して板状の化学気相蒸着炭化ケイ素
材を製造する方法であって、前記黒鉛基材の平面側には、目的とする板状製品の寸法に相
当する径の開口を有し、かつ半径が５００～５００００ｍｍに球面加工された底面を有す
る座ぐり凹部を形成したものである。 、
汎

２

２

２



その後、座ぐり凹部が形成された板状黒鉛成形体に対し、塩素ガス及び四フッ化メタンを
用いて２４００℃にて高純度化を行った。含有不純物は、灰分は５ mass ppm以下で、Ｂは
０．４ mass ppm、Ｃａ，Ｎｉ，Ｆｅ，Ａｌ，Ｎａ，Ｃｕは０．１ mass ppmであった。また
、室温時の物理特性は嵩密度：１．７５Ｍｇ／ｍ 3  、気孔率：１９ｖｏｌ％、ＣＴＥ：３
．９×１０ - 6／Ｋ（２５～４００℃の温度範囲の平均値）、黒鉛基材の平均気孔半径：１
．８μｍであった。
【００４４】
表面を研磨紙で研磨した後、黒鉛製離型材を塗布し、その後表面を表面粗さ（Ｒａ）が０
．１μｍとなるように研磨した。さらに塩素ガス及び四フッ化メタンを用いて１８００℃
にて１０時間高純度化処理を行った。さらに、真空下で２０００℃にて１０時間脱ガス処
理を行い、高純度等方性黒鉛基材を得た。なお、同じ黒鉛ブロックから切り出し、同じ処
理を行った２０×２０×２１０（ｍｍ）の寸法を有する同部材についてガス放出速度を測
定したところ、室温時ではガス放出速度は１×１０ - 6Ｐａ・ｍ 3  ／（ｓ・ｍ 3 )、３００～
５００℃ではガス放出速度が１×１０ - 4Ｐａ・ｍ 3  ／（ｓ・ｍ 3 )であった。
【００４５】
この黒鉛基材を基材温度：１３５０℃、炉内圧力：５０ｋＰａ、原料ガス：メタン及び四
塩化ケイ素、キャリアーガス：アルゴン＋水素というＣＶＤ条件にて成長速度：６０μｍ
／ｈで炭化ケイ素被覆層を２回に分けて１．５ｍｍ成長させた。その後、図１に示すよう
に成長面の表面側より研削して黒鉛部分を出して８００℃、純酸素雰囲気の炉で基材黒鉛
を燃焼除去し、直径２００ｍｍ、厚み１．５ｍｍの板状ＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層単体か
らなる成形体を得た。次いで、厚み０．７２５ｍｍまで両面を研磨し、塩素ガス雰囲気中
１２００℃の加熱洗浄を経て８インチのダミーウェハを１２枚得た。その表面粗さ（Ｒａ
）は１０ｎｍであった。製作した１２枚すべてのダミーウェハについてクラックは生じな
かった。
【００４６】
（ ）実施例１と同じ黒鉛ブロックから実施例１と同様にしてエンドミルにて底面
がフラットな形状の直径２００ｍｍ、深さ２ｍｍの座ぐり凹部を加工し、さらにジクロロ
エタン（Ｃ２ Ｈ２ Ｃ l２ )を原料として常圧、９５０℃にて熱分解炭素を５μｍ被覆し高純
度黒鉛を製作した。この基材の表面に実施例１と同様なＣＶＤ条件にて炭化ケイ素層を１
．５ｍｍ成長させた後、実施例１と同様に黒鉛基材を燃焼し、研磨、洗浄を順次行い、８
インチのダミーウェハを１２枚得た。１２枚ともクラックは生じなかったが、全数、黒鉛
基材と反対に凸の状態で反りかえった。その反り量は１．０～３．５ｍｍであった。
【００４７】
（比較例１）
実施例１と同じ黒鉛ブロックから３００×３００×２０（ｍｍ）の成形体を切り出し、実
施例１と同様の高純度化処理を行っただけの、座ぐり凹部の無い板状高純度黒鉛基材を得
た。実施例１と同様にして黒鉛基材上にＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層を成長させた（図４の
符号２に相当）。このＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層２に対し、砥石加工にて側周部を図中の
二点鎖線で示す位置まで、つまり直径が２００ｍｍとなるように切り出し、さらに黒鉛を
燃焼させて１２枚のダミーウェハを得た。１２枚すべてのダミーウェハについてクラック
が発生した。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るＣＶＤ－炭化ケイ素材の製造方法を示す概略系統図である。
【図２】黒鉛基材の断面形状を拡大して示す断面模式図である。
【図３】外周部を一部切り欠いたダミーウェハの平面図であり、（ａ）はノッチ付きのも
の、（ｂ）はフラット付きのものである。
【図４】比較例で得られたＣＶＤ－炭化ケイ素材の断面模式図である。
【図５】従来のＣＶＤ－炭化ケイ素材の製造方法を示す概略系統図である。
【符号の説明】
１、５　黒鉛基材
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２、１０、１１　ＣＶＤ－炭化ケイ素被覆層
３　半割り品
４、１２　ダミーウェハ
６　座ぐり凹部の開口
７　座ぐり凹部
８　座ぐり凹部の底面
９　座ぐり凹部の隅部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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